
ＪＲ東海労ニュース

謝罪文の手交に当たり鈴木委員長から①真摯に反省せよ！②手交
者が社長でないことに抗議する！③謝罪文を組合に手交したことを
勤労情報で明らかにせよ！の３点を口頭で強く申し入れました。
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謝罪文が手交される！
３月24日 鈴木委員長、25日 高原分会長へ！
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